
別表２ 

指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負担上限月額 
 

※①高額治療継続者 

（医療費総額が５万円／月（例えば医療保険の２割負担の場合、医療費の自己負担が１万円／月）を超える月 

が年間６回以上ある場合） 

②療養負担加重患者、のいずれかに該当。 


